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 河川協力団体の指定について 
～中国地方で新たに 11 団体が指定されました～ 

 
◇「水防法及び河川法の一部を改正する法律」（平成25年7月11日施行）により、河川

法に河川協力団体制度が創設され、今年度も中国地方整備局管内事務所において河

川協力団体を募集し、新たに以下の11団体を「河川協力団体」として指定したので

お知らせします。 

  今回の指定により中国地方整備局管内の河川協力団体は計15団体となりました。

◇指定協力団体 

 ＜吉井川水系＞  瀬戸町観光文化協会 

 ＜芦田川水系＞  伊
い

尾
お

小谷
お た に

地区コミュニティづくり推進協議会 

＜太田川水系＞  特定非営利活動法人 佐東
さ と う

地区まちづくり協議会 

＜佐波川水系＞  佐波
さ ば

川
かわ

に学ぶ会 

＜斐伊川水系＞  ウエスコ・エコクラブ 

夕日スポット・クリーンサポーター 

公益財団法人 ホシザキグリーン財団 

特定非営利活動法人 水の都プロジェクト協議会 

特定非営利活動法人 中海再生プロジェクト 

特定非営利活動法人 しまね体験活動支援センター 

特定非営利活動法人 自然と人間環境研究機構 

◇中国地方整備局ホームページ 「河川協力団体制度」 

http://www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/busyo/kasen/kasenkyouryoku.htm 

 

＜問い合わせ先＞ 

中国地方整備局  ０８２－２２１－９２３１（代表） 

河川部河川計画課長  桝
ます

 谷
や

  有
ゆう

 吾
ご

（内線３６１１） 

河川部 建設専門官  藤
ふじ

 井
い

    勲
いさお

（内線３６１８）  

【広報担当窓口】 

広報広聴対策官    坂
さか

 本
もと

  繁
しげ

 幸
ゆき

（内線２１１７） 

企画部 環境調整官  田
た

 尾
お

  和
かず

 也
なり

（内線３１１４） 

 



「水防法及び河川法の一部を改正する法律」（平成２５年７月１１日施行）
により、河川協力団体制度が創設されました。

河川協力団体制度の概要

■河川協力団体制度とは、どんな制度か。

◆ 河川協力団体制度とは、自発的に河川の
維持、河川環境の保全等に関する活動を
行う民間団体等を支援するものです。

◆ 河川協力団体としての活動を適正かつ確
実に行うことができると認められる法人
等が対象となり、河川管理者に対して申
請を行います。
申請を受けた河川管理者は、適正な審査

のうえ、河川協力団体として指定します。

河川管理者

法人又は団体（ＮＰＯ等）

自発的な
河川維持等の活動

指定 申請

河川法 第５８条の８ （河川協力団体の指定）
第５８条の９ （河川協力団体の業務）

第５８条の１０ （監督等）

第５８条の１１ （情報の提供等）
第５８条の１２ （河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例）

第５８条の９河川法 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川
について、次に掲げる業務を行うものとする。



■河川協力団体に指定されると、どんなことが変わるの

◆許認可等の簡素化
河川協力団体が活動するために必要となる河川法上の許可等について、河川管理者との協議の

成立をもって足りることとなります。

第５８条の１２

河川協力団体が第５８条の９各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第２０
条、第２４条、第２５条後段、第２６条第１項、第２７条第１項及び第３４条第１項（第２４条及び第２５条後段
の許可に係る部分に限る。）の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立するこ
とをもって、これらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

河川法 （河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例）

・工事等の実施の承認（法第２０条） ・土地の占用の許可（法第２４条）

・土石以外の河川産出物の許可（法第２５条後段）

・工作物の新築等の許可（法第２６条第１項） ・土地の掘削等の許可（法第２７条第１項）

・権利の譲渡の承認（法第３４条第１項（第２４条及び第２５条後段の許可に係る部分に限る。））

※ 河川管理者から河川管理施設の維持、除草等の委託を受けることも可能となります。
委託先については、公募等の適正な手続きを経て選択を行う予定です。

（地方公共団体等への委託）第９９条

河川管理者は、特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する
河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者
として国土交通省令で定める要件に該当するもの（次項において「地方公共団体等」という。）に委託することができる。

河川法

【現行】 【法改正後】
拡大

地方公共団体にのみ
委託可能

国土交通省令で定める要件に該当するもの
に委託可能


